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定期監査の結果に関する報告に係る措置の通知について 

 

令和５年２月１０日付け監査報告第４号により提出のありました定期監査の

結果に関する報告書において、改善が必要な事項として指摘のありました事項

について、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１９９条第１４項の規定により通知します。 

　なお、市民部生活安全課、菊川総合支所地域政策課、菊川総合支所市民生活課

及び菊川総合支所建設農林課につきましては、令和６年(2024 年)６月２８日付

け下総第９７１号にて通知済みであることを申し添えます。 

 



監査の結果に基づき講じた改善措置 

 

 

市民部まちづくり政策課 

 

市民部まちづくり政策課について 

［指摘事項］ 

(1) 行政財産の目的外使用許可に係る使用料の収入事務において、令和４年

４月に行うべき令和４年度分の使用料の調定を行っていない事例が見受け

られた。下関市会計規則に基づき、適正に事務処理されたい。 

 

(2) 行政財産の目的外使用許可に係る使用料及び自動販売機電気料に係る実

費弁償金の収入事務において、納期限を２０日以上経過し、なお未納である

にもかかわらず、督促状を発送していない事例が見受けられた。下関市債権

管理条例施行規則の規定に基づき、適正に事務処理されたい。 

 

(3) 時間外勤務命令について、職員が週休日又は休日に６時間を超えて勤務

した場合においては、少なくとも１時間の休憩時間を与えなければならない

が、休憩時間が短い事例が見受けられた。関係法令等に基づき、適正に勤務

時間を管理されたい。 

 

以上

 （改善措置状況） 

指摘を受け、収入事務チェックリストを作成し、行政財産の目的外使用

に係る許可及び使用料の調定に漏れがないか課内で確認できる体制としま

した。

 （改善措置状況） 

指摘を受け、収入事務チェックリストを作成し、納期限を経過し未納で

ある案件がないか課内で確認できる体制としました。また、納期限を経過

し未納である案件がある場合は、下関市債権管理条例施行規則の規定に基

づき、納期限後２０日以内に督促状を発送することを所属職員に周知しま

した。

 （改善措置状況） 

指摘を受け、所属職員に対し、関係法令等の遵守及び職員の健康管理の

観点から休憩時間の適正取得の徹底について指導を行いました。また、時

間外勤務命令については、決裁者が適正な勤務時間であることを確実に確

認するよう徹底しています。


